
 

柏崎市子ども未来部子育て支援課 非常勤職員（家庭児童相談員）募集要項 

令和８（２０２６）年６月 

柏崎市子ども未来部子育て支援課 

次のとおり柏崎市子ども未来部子育て支援課に勤務する非常勤職員を募集します。 

１ 募集期間 

随時、募集しております。 

※ただし、採用が決定した時点で、募集を打ち切ります。 

２ 採用職種、採用予定人員、業務内容 

採用職種 人員 業務内容 

家庭児童相談員 １名 

(1) 18 歳以下の子どもとその家庭が抱える子育ての不安、不登

校、虐待、発達などの悩みに関する相談への対応 

(2) その他課長が必要と認める業務 

３ 勤務場所 

柏崎市子ども未来部子育て支援課家庭支援係（柏崎市元気館：柏崎市栄町１８番２６号） 

４ 応募資格 

   健康で、児童家庭福祉の増進に熱意をもち、普通自動車運転免許を有する者で、かつ、次のい

ずれかの資格、経験を有する方 

・社会福祉士の資格を有する方 

・学校教育法に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学、社会

学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した方 

・社会福祉主事として２年以上社会福祉事業に従事経験のある方 

５ 勤務時間・報酬等 

勤務日 月曜日から金曜日まで（祝日・年末年始を除く）です。 

勤務時間 
９時１５分から１７時１５分まで（休憩時間：正午から１３時まで） 

ただし、相談対応等のため時差出勤を命じることがあります。 

報酬 

月額２２５，５００円 

・６月分の報酬は日割りでの支給となります。 

・報酬は、勤務した月の翌月２１日（その日が土曜・日曜・祝日の場合は、直前

の平日）に支給します。 

・勤務時間外に勤務した場合は、時間外割増報酬を支給します。 

期末手当 
年間１.４５月を、６月と１２月にそれぞれ０.７２５月ずつ支給します。 

ただし、初年度の６月は支給なし、１２月は８０/１００の支給となります。 

勤勉手当 
年間１.０５０月を、６月と１２月にそれぞれ０.５２５０月ずつ支給します。 

ただし、初年度の６月は支給なし、１２月は９５/１００の支給となります。 

費用弁償 

通勤距離が片道 2 ㎞以上で、自動車又は自転車で通勤する場合に、通勤に係る費用

弁償を支給します。支給額は通勤距離により異なり、2 ㎞以上 4 ㎞未満の場合は

2,900 円、4㎞以上 6 ㎞未満の場合は 4,000 円など、距離に応じて増加します。 

休暇 年次有給休暇は、任用開始時に１１日付与されます。 

社会保険 健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入します。 

その他 非常勤職員は、常勤職員と同様、次のような行為は禁止されています。 



 

・職員として信用を傷つけ、または不名誉な行為をすること 

・職務上知り得た秘密を漏らすこと 

・政治的団体に関与して一定の行為をすること 

・許可なく公務以外の営利を目的とする事業を営むこと 

・許可なく報酬を得て何らかの事業または事務に従事すること 等 

６ 試験日時 

試験日時は、別途、電話で連絡いたします。 

７ 試験会場 

柏崎市元気館（栄町１８番２６号） 

８ 試験方法 

個別面接試験（１人１５分程度） 

９ 応募方法 

履歴書（柏崎市指定のもの）に必要事項を記入し、資格証（写し）とハローワークの紹介状とと

もに、柏崎市子ども未来部子育て支援課家庭支援係(柏崎市元気館内)に持参（土曜日・日曜日・祝

日を除く）または郵送（募集期間内に必着）で提出してください。 

※応募書類に不備があるものは、受付できません 

※応募書類は、お返しできません 

１０ 合格者の発表 

合否の結果は、面接日から５日以内に郵送でお知らせします。 

１１ 任用期間  

令和９(２０２７)年３月３１日まで 

また、任用期間満了後、勤務成績が良好で、業務上必要がある場合は、再度任用されること

があります。 

１２ 応募受付及び試験会場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

潮風公園 

 
中央海水浴場 

元気館 

お問い合わせ先 

 柏崎市子ども未来部子育て支援課家庭支援係（担当：重野） 

 〒945-0061 柏崎市栄町１８番２６号 

       電話：0257（47）7786  F A X：0257（20）4201 

アクア 

パーク 
武道館 

柏崎工業

高校 

日本海 

申込受付 

（元気館１階子育て支援課） 
第一 

中学


